
 

  2011 年 11 月 23 日 

倉敷市 

株式会社イトーヨーカ堂 

        株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

株式会社モール・エスシー開発 
 

倉敷市とイトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパン、モール・エスシー開発 

『地域活性化包括協定』を締結  
市民サービスの向上、観光・商業振興、環境保全の 3 分野で相互連携開始 
 
倉敷市（市長：伊東 香織）と株式会社イトーヨーカ堂（東京都、代表取締役社長 最高 

執行責任者〈COO〉亀井 淳）、株式会社セブン-イレブン・ジャパン（東京都、代表取締役 

社長 最高執行責任者〈COO〉井阪 隆一）、株式会社モール・エスシー開発（東京都、代表 

取締役会長 太田 喜明）は、2011 年 11 月 23 日（水）、市民サービスの向上、観光・商業 

振興、環境保全の 3 分野において相互の連携を強化し、倉敷市内における地域の一層の 

活性化に資する『地域活性化包括協定』を締結いたします。 

 

記 

 

1. 協定の名称   

『倉敷市と株式会社イトーヨーカ堂、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、 

株式会社モール・エスシー開発との地域活性化包括協定』 

 

2. 協定締結日   2011 年 11 月 23 日（水） 
 

3. 協定締結の目的 
倉敷市とイトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパン、モール・エスシー開発との

協働による事業活動を推進し、市民サービスの向上と地域の活性化を図る 

 

4. 連携事項 
上記の目的を達成するために、次の項目について連携し協力していきます。 

 

 （1）市民サービスの向上に関する事項 

   （2）観光・商業振興に関する事項 

   （3）環境保全に関する事項 

    

5. 今回の締結を記念して、電子マネー『美しい町並み倉敷 nanaco（ナナコ）』を 

限定発行いたします。 

 

・発行開始日：11 月 23 日（水） 

・発 行 枚 数：5000 枚限定 

・発行手数料：300 円（税込） 

・発 行 場 所： 

イトーヨーカドー食品館倉敷店、 

  アリオ倉敷内インフォメーション・ 

  セブンカードご入会特設カウンター、 

  セブン-イレブン Iing アリオ倉敷店他 倉敷市内の一部セブン-イレブン店舗 

       

 

 

 

News release 



倉敷市と株式会社イトーヨーカ堂，株式会社セブン-イレブン・ジャパン， 
株式会社モール・エスシー開発との具体的な連携事項 

 

１ 市民サービスの向上に関する事項 

 

 (１)災害対策，防災，防犯に関すること 

   ①災害時における食料品や日用品等の調達の協力【IY，SEJ，MSC】 

   ②災害発生時の一時避難場所としての協力【IY，MSC】 

③災害時の帰宅困難者等に対する支援  

       ア 災害時，徒歩帰宅困難者に対して水道，トイレ，周辺情報等を提供  

【IY，SEJ，MSC】 

       イ 災害時に入手した被災状況等のお客様への提供，行政や警察等への連絡  

                               【IY，SEJ，MSC】 

  

(２)子育て支援に関すること 

   ①買い物客，地域の住民等が利用できる一時あずかり所の設置【IY，MSC】 

②気軽に子供を遊ばせることができる無料のキッズコーナーの設置【IY，MSC】 

③乳児の授乳用ミルクのお湯の提供【IY，SEJ，MSC】 

④子供商品を取り扱う店舗を中心とした子育て支援イベント 

ア 絵本の読み聞かせ【IY，SEJ，MSC】 

イ 子育てセミナー【IY，MSC】 

ウ 幼児・児童の情操教育イベント【IY，MSC】 

 

(３)高齢者・障がい者の支援に関すること 

     ①徘徊高齢者の早期発見と事故防止への協力【IY，SEJ，MSC】 

 

(４)青尐年の健全育成に関すること 

   ①市内の小中学生を対象に行われる職場体験の受け入れ【IY，SEJ，MSC】 

     ②周辺住民の方の迷惑となるたまり場化の防止【IY，SEJ，MSC】 

 

(５)市民の健康増進及び食育に関すること 

 ①食育セミナーの実施【IY，MSC】 

 ②倉敷の食文化とコラボしたイベントの実施【IY，SEJ，MSC】 

 

(６)教育/文化の推進に関すること 

①教育委員会イベントへの協力【IY，MSC】 

 ②倉敷の歴史・文化展開催への協力【IY，MSC】 

 ③市民創作活動発表への協力【IY，MSC】 

 

(７)就労支援に関すること 

 ①地域雇用の優先と推進・促進【IY，SEJ，MSC】 

 ②勤労者の快適な生活確保への取り組み【IY，SEJ，MSC】 

 

(８)交通安全対策に関すること 

 ①繁忙期における駐車場の確保と適切な誘導の実施【IY，MSC】 

 ②通学路や生活道路への来店車両の進入抑止への協力【IY，MSC】 

 

(９)その他住民サービスの向上に関すること 

 ①市開催・後援イベントへの協力【IY，SEJ，MSC】 

   ②地域コミュニティイベントへの協力【IY，SEJ，MSC】 



２ 観光・商業振興に関する事項 

 

(１) 地産地消の推進に関すること 

 

(２)倉敷の特産/名産品の販売促進(販路拡大)に関すること 

※上記(１)(２)に共通する取り組みとして 

   ①倉敷の特産・名産の販売促進【IY，SEJ，MSC】 

②倉敷産食品の販売【IY，SEJ，MSC】 

③地域生産者・商業者へのトライアル販売機会の提供【IY，SEJ，MSC】 

 

(３)観光情報発信への協力に関すること(観光客誘致への協力に関すること) 

①観光情報の提供(ポスターの掲示，観光パンフレットの設置)【IY，SEJ，MSC】 

②市政情報ステーションの設置及び市刊行物の設置スペースの確保 

                            【IY，SEJ，MSC】 

③市開催イベントと連携した，期間限定での販売協力【IY，SEJ，MSC】 

④市の観光 PR活動(マスメディア取材，観光企画，等)への協力と支援 

                                                              【IY，SEJ，MSC】 

 

 

３ 環境保全に関する事項 

 

(１) 市の環境最先端都市への取組みへの協力に関すること 

(最新技術導入，電気自動車普及協力) 【IY，SEJ，MSC】 

 

(２)5R(リデュース，リユース，リサイクル, リフューズ，リジェネレイト)推進への 

協力に関すること【IY，SEJ，MSC】 

 

(３)新エネルギー導入促進への協力に関すること 

   ①C02削減のための「倉敷市地球温暖化対策実行計画」 

「クールくらしきアクションプラン」への協力【IY，SEJ，MSC】 

     ②EV普通充電器の設置【IY，MSC】 

   ③エコエネルギーに配慮した車輌の利用促進【IY，MSC】 

   ④公共交通機関利用促進【IY，MSC】 

   ⑤マイ箸・マイバックの促進【IY，SEJ，MSC】 

      ⑥新エネルギーシステム機器の設置(太陽光発電，風力発電，LED 照明等の導入) 

                               【IY，SEJ，MSC】 

(４)緑化への取組み 

①外周路と外周への植栽の実施【IY，MSC】 

②市への緑地利用用地の無償貸付【IY，MSC】 

③壁面緑化【IY，MSC】 

④既存樹木の敷地内での保存移植【IY，SEJ，MSC】 

 

(５)その他環境への取り組み 

①噴水の整備【IY，MSC】 

②太陽光蓄電 LED照明の採用【IY，MSC】 

              以上 


